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KPMG シンガポール
パートナー　田宮　武夫

2014年2月21日に2014年度シンガポール予算案が発表されました。シンガポー
ルの 2013 年度の成長率は 4.1％で 39 億シンガポールドル（ 1 シンガポールド
ルは約80円 ）の財政黒字で当初予想の 24 億シンガポールドルを大きく上回り
ました。2014 年度の成長率は 2 ～ 4％と予想され、12 億シンガポールドルの
財政赤字と予想されています。
今年度の予算案は、2 つのテーマを柱としています。その 1 つは経済の転換で
あり、もう 1 つは、社会的支援の強化策として公正かつ公平な社会の構築です。
この 2 つのテーマを達成するため以下の税制改正案が発表されました。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りいたします。

 

 

Ⅰ 経済の転換

シンガポール政府は、この先10年間さらにはその後の将来
を見据えて、高付加価値産業および良質な雇用がシンガポー
ル人に創出されるような経済の転換を実施しています。

2014年度予算案は、シンガポール国家がその国民の所得増
大を維持することとなる、技術革新と高度な能力をベースとし
た質の高い成長を目的に主に以下のように策定されました。

1.	生産性・技術革新クレジット（PIC）スキーム
生産性・技術革新クレジット（PIC）スキームとは、以下の6

つの適格活動に対し、各適格活動ごとに1賦課年度当たり40
万シンガポールドル（または2013賦課年度から2015賦課年度
までの3賦課年度にわたり各適格活動につき、通算120万シン
ガポールドル）を限度として支出金額の400％の損金算入（ま
たは1賦課年度当たり10万シンガポールドルを限度としてそ
の適格支出の60％の現金付与を選択可）を2011賦課年度から
2015賦課年度まで与えています。

①	 �PIC 対象となる ITおよびオートメーション化設備の取得または
リース

②	 �研修
③	 �知的財産権の取得またはその使用許諾の取得
④	 �知的財産権の登録
⑤	 �認可されたデザインへの投資
⑥	 �研究開発

これに加えて2013賦課年度から2015賦課年度の期間に各賦

課年度における適格支出が5千シンガポールドルを超える等の
一定の要件を満たす場合は、3賦課年度通算で15千シンガポー
ルドルを限度として適格支出と同額が現金付与されます。

改正案では、400％の損金算入（または、10万シンガポール
ドルを限度とした適格支出の60％の現金付与）の適用期限が
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2018賦課年度まで延長されました。また、現金付与の適用要
件の1つにシンガポール人または永住者を最低3人雇用しなけ
ればならないという要件がありますが、2016賦課年度からは
本制度の適用を受ける連続した3 ヵ月間継続して雇用する必要
があります。さらに一定の規模以下（グループ全体の年間売上
げが1億シンガポールドル未満または従業員数が2 00名未満）
の中小事業者に対しては、2015賦課年度から2018賦課年度ま
での期間、1賦課年度当たり、各適格活動ごとに支出限度額が、
60万シンガポールドル（または2016賦課年度から2018賦課年
度の通算支出限度額は180万シンガポールドル）に増額されま
した。

2.	試験研究開発費
試験研究開発費は、現行法では2015賦課年度までに生じた

適格研究開発費用に関してその支出額（2018賦課年度までは、
400％損金算入対象支出限度額を超過した金額）の150％の損
金算入が認められていますが、2025年まで延長されます。ま
た、EDB（経済開発庁）の認可を受けた研究開発プロジェクト
にかかわる費用についてはその支出の200％の損金算入が認め
られていますが、2020年3月31日まで延長されます。

3.	知的財産権の取得額
知的財産権の取得額は、税法第19B条において5年間の均等

償却が認められていますが、その取扱いが2020賦課年度まで
延長されます。

4.	適格知的財産権の登録費用
適格知的財産権（特許権、商標権、デザイン、植物品種）の

登録費用は、税法第14A条により損金算入が認められていま
すが、その取扱いが2020賦課年度まで延長されます。

5.	土地の有効活用に対する償却制度
土地の有効活用に対する償却制度は、2010年度の予算案で

導入され、一定の要件（容積率基準等）を満たす適格事業を営
む事業者に2015年6月30日までの有期限で適用されています。
改正案では、本制度の適用範囲を拡大して、物流を営む事業
者および空港や港湾において適格活動を営む事業者に対して
も適用されます。また、適用期限が2020年6月30日まで5年
間延長されます。

6.	源泉税の対象
海外企業のシンガポール支店（海外の銀行のシンガポール

支店を除く）への利息、テクニカルフィー、マネージメント
フィー、使用料の支払いは、源泉税の対象でした。また、当
該シンガポール支店が源泉税の免除を受けるためにはwaiver
を申請して取得する必要がありました。改正案では、2014年2
月21日以降の前述の支払いは源泉税の対象とはなりません。

Ⅱ 公正かつ公平な社会の構築

2014年度予算案は、誰もが希望をかなえられ、成功をつか
むチャンスのある公正かつ公平な社会の構築を目指し、達成
するために以下の改正が行われました。

1.	パイオニア世代パッケージ
パイオニア世代パッケージと称して、国家建設に貢献した

パイオニア世代に報いるため、メディシールドライフ保険料の
補助や専門医外来診察料の50％の補助等のヘルスケア支援を
提供します。

2.	扶養所得控除額
両親、祖父母、曾祖父母、障害のある両親を扶養している

場合の所得控除額が2015賦課年度より引き上げられます。

3.	CPF（中央年金基金）
CPF（中央年金基金）が2015賦課年度より1％引き上げられ

ます。

4.	酒およびタバコの関税
酒およびタバコの関税が、各々25％、10％引き上げられます。

上記改正案の詳細は、随時関連省庁から発表されます。ま
た、適用にあたっては、専門家のアドバイスを求めることをお
薦めします。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。
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